
公 告

次のとおり一般競争入札を行いますので公告します。

令和５年２月２８日

奈良県女性センター所長 向井 孝子

１ 競争入札に付する事項

（１）委託業務名

令和５年度奈良県女性センター清掃及び警備業務委託

（２）委託内容

入札説明書及び仕様書による

（３）委託業務履行場所

奈良市東向南町６番地 奈良県女性センター

（４）委託契約期間

令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで

２ 競争入札に参加する者に必要な資格

次に掲げる（１）から（１０）のすべてに該当する者がこの入札に参加することができます。

（１）地方自治法施行令（昭和２２年５月政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者で

あること。

（２）会社更生法（平成１４年１２月法律第１５４号）第１７条の規定による更生手続開始の申立

て（同法附則第２条の規定によりなお従前の例によることとされている更生事件（以下「旧更

生事件」という。）にかかる同法による改正前の会社更生法（昭和２７年法律第１７２号。以

下「旧法」という。）第３０条に規定する更生手続開始の申立てを含む。）をしていない者又

は申立てをなされていない者であること。但し、同法に基づく更生手続開始の決定（旧更生事

件にかかる旧法に基づく更生手続開始の決定を含む。）を受けた者については、更生手続開始

の申立てをしなかった者又は申立てをされなかった者とみなします。

（３）平成１２年３月３１日以前に民事再生法（平成１１年１２月法律第２２５号）附則第２条の

規定による廃止前の和議法（大正１１年４月法律第７２号）第１２条第１項の規定による和議

開始の申立てをしていない者であること。

（４）平成１２年４月１日以後に民事再生法第２１条に規定する再生手続開始の申立てをしていな

い者又は申立てをなされていない者であること。但し、同法に基づく再生手続開始の決定を受

けた者であっても、再生計画の認可を受けていない者については、再生手続開始の申立てをし

なかった者又は申立てをなされなかった者とみなします。

（５）奈良県における「物品等に係る競争入札の参加資格等に関する規程」（平成７年１２月奈良

県公示第４２５号）に基づく競争入札資格者名簿に登録されていてかつ次の条件を満たしてい

ること。

ア 営業種目コードＱ１（建物管理）が主業種として登録されており、かつ、小分類として

①床清掃、②ガラス清掃、⑩警備・受付等の３分類がすべて登録されている者。

イ 本社、支社、営業所等のいずれかの所在地が奈良県内で登録されている者。

（６） 建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和４５年４月法律第２０号。以下「ビ

ル管理法」という。）第１２条の２に規定する登録において、建築物清掃業として、奈良県知

事の登録を受けている者であること。なお、建築物清掃業に代えて建築物環境衛生総合管理業

の登録でも可である。前記についても奈良県知事登録を受けているものに限る。



（７）警備業法（昭和４７年法律第１１７号）第４条の規定による都道府県公安委員会の認定を受

けている者であること。ただし、奈良県公安委員会以外の認定を受けている場合は、同法第９

条の規定による届出書を奈良県公安委員会に提出している者であること。

（８） 直近の３年間（令和２年４月１日以降の期間。令和５年３月３１日までの未履行期間も履行

実績に含む。）において、清掃業務委託契約についてはア及びイの条件、警備業務委託契約につ

いてはア及びウの条件を満たす建築物に係る連続する１２か月以上の履行実績がある者である

こと。

ア 奈良県内に所在し、階数が４階以上で延べ床面積1,000㎡以上の建築物 。

イ １年につき２３０日以上の清掃業務を委託する建築物

ウ １年につき６６日以上及び一日につき４時間以上の警備業務（警備業法第２条第１項１

号の施設警備で機械警備を除くもの。）

なお、清掃業務及び警備業務の履行実績は、それぞれの条件を満たしていれば、異なる施設

の契約でも可とする。

（９）奈良県の県税に滞納がないこと。

（10）奈良県物品購入等の契約に係る入札参加停止等措置要領による入札参加停止の措置期間中で

ない者。

（11）奈良県暴力団排除条例（平成２３年３月奈良県条例第３５号）に該当しない者。

３ 競争入札参加資格の確認

競争入札参加者は、入札説明書に定めるところにより、３の（６）の競争入札参加資格確認書

類を下記（１）の期間中に提出し、事前に競争入札参加資格があることの確認を受けなければな

りません。また、競争入札参加者は、入開札日の前日までの間において、奈良県から提出書類等

に関し説明を求められた場合は、それに応じなければなりません。なお、競争入札参加資格のな

い者は本入札に参加することは出来ません。

（１）提出期間 公告日から同年３月９日（木）まで。

持参の場合は各日とも午前９時３０分から午後４時３０分まで（但し、日曜日及び月曜日、

祝日を除く）。郵送の場合は提出期間中に必着とします。

（提出書類に対する確認において書類の再提出を指示された場合は、調整期日までに再提出

を行ってください。）

（２）調整期日 令和５年３月１４日(火)正午まで（但し、日曜日及び月曜日、祝日を除く）。

（３）提出場所 ４（１）に示す場所

（４）提出部数 各１部

（５）提出方法 持参もしくは郵送

（６）競争入札参加資格確認書類

ア 競争入札参加資格確認申請書兼誓約書（別紙様式１）

イ ２の（５）に掲げる競争入札参加資格審査結果通知書の写し

ウ ２の（６）を確認できる証明書の写し

エ ２の（７）を確認出来る奈良県公安委員会の認定書の写し又は、奈良県公安委員会以外

の警備業の認定書及び奈良県公安委員会への届出書の写し

オ ２の（８）を確認できる履行証明書（別紙様式２）

なお、履行証明書に代えて履行物件の契約書（写し可）でも可能です。ただし、清掃業

務については、履行物件の所在地、階数、延べ床面積及び１年につき２３０日以上の清掃

業務委託であることが記載された資料（写し可）、また、警備業務については、履行物件の

所在地、階数、延べ床面積及び１年につき６６日以上かつ一日につき４時間以上の警備（警

備業法第２条第１項１号の施設警備で機械警備を除くもの。）であることが記載された資料



（写し可）を必ず添付してください。

カ ２の（９）を確認できる納税証明書（発行後３ヶ月以内のもの、写し可）

キ ４の（６）ウにかかる入札保証金の免除を希望する場合は、入札（契約）保証金免除申

請書（別紙様式３）及び添付書類

（７）競争入札参加資格及び入札（契約）保証金免除の可否を、令和５年３月１５日（水）午後

５時までにＦＡＸにて通知します。

（８）その他

ア 提出書類の作成に係る費用は、申請者の負担とします。

イ 提出された書類は、入札資格の確認に使用する以外は無断で他の資料として使用しませ

ん。

ウ 提出された書類は返却しません。

４ 入札手続等に関する事項

（１）担当部署

〒６３０－８２１６ 奈良市東向南町６番地

奈良県女性センター企画運営係

電話 ０７４２－２７－２３００

F A X ０７４２－２２－６７２９

（２）入札説明書及び仕様書の配布

ア 期間 公告日から同年３月９日（木）までの日曜日及び月曜日、祝日を除く午前９時３

０分から午後５時まで

イ 場所 （１）に同じ。 なお、奈良県女性センターホームページ上にも掲載します。

（３）仕様書等に関する質問（電話連絡のうえＦＡＸしてください。）

ア 提出期限 令和５年３月３日（金）午後５時までの日曜日及び月曜日、祝日を除く午

前９時３０分から午後５時まで

イ 提出先 （１）に同じ。

（４）質問に対する回答

質問者には、当該質問に対し令和５年３月７日(火)午後５時までにＦＡＸにより回答しま

す。

（５）入開札の日時及び場所

ア 日時 令和５年３月２２日（水） 午前１１時００分

イ 場所 奈良市東向南町６番地 奈良県女性センター ３階 講座室

（６）入札方法等に関する事項

入札者は、所定の入札書を作成し、封をした上、所定の場所及び日時に入札してください。

なお、競争入札参加資格があると認められ、入札に参加する場合は、競争入札参加資格確

認後に奈良県から送付する競争入札参加資格確認通知書及び入札（契約）保証金免除確認通

知書または入札保証金の納付書兼領収証書を当日持参し提示してください。

ア 入 札

入札は、本人又はその代理人が行うものとします。ただし、代理人が入札する場合には、

入札前に委任状を提出するものとします。入札者は、その提出した入札書を引き換え、変

更、又は取り消すことはできません。

イ 入札書の記載

入札書の記載に当たっては、入札書に記載された金額の１００分の１０に相当する額を

加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）

をもって契約金額としますので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であ



るか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を記

載するものとします。

ウ 入札保証金

この入札に参加しようとする者は、入札金額の１００分の５に相当する額以上の入札保

証金を納付するものとします。

ただし、奈良県契約規則第１９条第１項ただし書各号に該当する者であるときは免除す

ることができます。

なお、入札保証金を納付した者が落札者となった場合、納付した入札保証金は、契約保

証金に充当することができます。

また、落札者が落札後契約を締結しない場合、奈良県契約規則（昭和３９年５月奈良県

規則第１４号）第１１条に基づき入札保証金は県に帰属します、もしくは、奈良県契約規

則（昭和３９年５月奈良県規則第１４号）第１１条の２に基づき入札金額の１００分の５

に相当する額を損害賠償請求します。

エ 契約保証金

契約の相手方は、契約金額の１００分の１０に相当する額以上の契約保証金を納付する

ものとします。ただし、奈良県契約規則第１９条第１項ただし書各号に該当する場合は免

除します。

オ 落札者の決定方法

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者としま

す。

カ 入札の無効

この公告に示した競争入札参加資格のない者のした入札、奈良県契約規則第７条に該当

する入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とします。

５ 契約の解除等

（１）落札決定後、契約締結までの間に、落札者が入札参加資格を失ったとき、入札参加停止を

受けたとき、又は下記（２）⑦各号のいずれかに該当すると認められるときは、契約を締結

しません。

（２）契約締結後、契約の相手方が次のいずれかに該当すると認められるときは、契約を解除す

ることがあります。

① 契約者が競争入札に関し不正な行為をしたとき。

② 契約者がその責めに帰する事由により履行期限内又は履行期限後相当の期間内に契約を

履行する見込みがないと明らかに認められるとき。

③ 契約者が正当の理由がないのに契約の履行の着手を遅延したとき。

④ 契約者が契約の履行に関し不正の行為をしたとき。

⑤ 契約者が正当の理由がないのに検査、検収、監督等関係職員の職務の執行を妨げたとき。

⑥ 契約者が契約事項に違反することにより、その契約の目的を達することができないと認

められるとき。

⑦ 契約者が次のいずれかに該当するとき。

ア 役員等（法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに支店又は営業所の代表者、

その他の団体にあっては法人の役員と同等の責任を有する者、個人にあってはその者及

び支配人並びに支店又は営業所を代表する者をいう。以下同じ。）が暴力団員（暴力団員

による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年５月法律第７７号。以下「暴対法」

という。）第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であると認められると

き。

イ 暴力団（暴対法第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員が経



営に実質的に関与していると認められるとき。

ウ 役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加え

る目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められるとき。

エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直

接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められると

き。

オ 役員等が、暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認め

られるとき。

カ 本契約に係る資材、原材料の購入契約等の契約に当たって、その相手方が上記アから

オのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。

キ 本契約に係る資材、原材料の購入契約等の契約に当たって、上記アからオのいずれか

に該当する者をその相手方としていた場合（上記カに該当する場合を除く。）において、

奈良県が奈良県との契約の相手方に対して当該契約の解除を求め、契約の相手方がこれ

に従わなかったとき。

ク 本契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員から不当介入を受けたにもかかわらず、

遅滞なくその旨を発注者に報告せず、又は警察に届け出なかったとき。

（３）発注者は、前項に定める場合のほか、契約の履行が終らない間において特に必要があると

きは、契約を解除することができるものとします。

（４）２月定例奈良県議会において本契約にかかる予算案が成立しない場合は、契約を締結しな

いことがあります。

６ 契約に係る損害賠償

（１）発注者が前条の規定により契約を解除した場合には、納付した契約保証金は、奈良県に帰

属するものとします。

（２）上記（１）の場合において、契約者は、契約保証金の全部又は一部の納付を免除されてい

るときは契約金額の１００分の１０に相当する額(契約者が契約保証金の一部を納付している

ときはその額から当該納付している額を控除した額)を損害賠償金として納付しなければなり

ません。

（３）契約者が５の（２）①に該当する場合には、発注者が契約を解除するか否かにかかわらず、

契約者は、前項に定める損害賠償金のほか、契約金額の１００分の１０以上に相当する金額

を損害賠償金として納付しなければなりません。ただし、県に損害が生じない場合において

発注者が特に認めるときは、この限りではありません。

７ 入札の中止

（１）天災その他やむを得ない事由により入札又は開札を行うことができないときは、入札を中

止します。

（２）入札者の連合の疑い、不正不穏行動等をなすことにより入札を公正に執行できないと認め

られる時は、入札を取り消すときがあります。

（３）上記（１）から（２）の場合における損害は、入札者の負担とします。

８ 権利義務の譲渡禁止

受注者は、この契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又はその業務の一部もし

くは全部を請け負わせることはできません。

９ その他

（１）入札及び契約の手続において使用する言語及び通貨



日本語及び日本国通貨に限ります。

（２）契約書作成の要否

要します。

（３）詳細は、入札説明書及び仕様書によります。


